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き

前
漢
後
半
よ
り
後
漢
に
か
け
て
、
外
戚
の
準
出
は
し
ば
し
ば
中
央
の
政
治
を
混
慨
に
お
と
し
い
れ
、
王
朝
の
存
立
そ
の
も
の
を
危
く
さ
せ
る

に
ま
で
い
た
司
た
。
現
に
前
漢
は
外
戚
王
芥
の
た
め
に
闘
を
襲
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
後
漢
に
入
る
と
外
戚
の
政
治
容
啄
に
加
え
て
、
官
官
の
禍

が
生
じ
、

い
よ
い
よ
情
勢
は
額
雑
さ
を
増
し
て
い
く
。

後
漢
二
百
年
を
通
し
て
、
比
較
的
安
定
期
と
さ
れ
る
明
帝
J
章
帝
の
間
に
あ
っ
て
さ
え
も
、
外
戚
の
勢
力
は
し
だ
い
に
著
し
い
も
の
と
な

っ

て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
章
帝
即
位
と
と
も
に
三
公
に
な
り
、
外
戚
の
権
力
を
抑
損
す
る
た
め
、

を
取
上
げ
た
。

三
回
に
わ
た
り
上
奏
文
を
呈
出
し
た
第
五
倫

彼
は
王
奔
の
時
代
に
幼
少
期
を
す
ご
し
、
雨
漢
交
替
期
に
は
管
盛
を
作
っ

て
郷
人
を
保
護
し
、
や
が
て
地
方
の
嵐
官
か
ら
郡
守
と
な
り
、
さ

ら
に
三
公
に
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
の
生
涯
を
油
ベ
、
叉
三
回
の
上
奏
文
を
出
す
背
景
と
な
っ
た
外
戚
進
出
の
軌
迩
を
追
っ
て
見
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郡

吏

時

代

第
五
倫
の
俸
は
後
漢
書
巻
七

き
る
。

(
列
傍
三
一
)
に
見
え
る
。

ま
た
友
宏
「
後
漢
紀
」
巻
一

O
、
永
卒
十
八
年
の
僚
か
ら
も
う
か
が
う
事
が
で

第
五
氏
は
京
兆
長
陵
〈
侠
西
省
威
陽
)
の
人
で
あ
る
が
、
も
と
は
戦
園
持
の
一
族
で
あ
り
、
長
安
附
近
の
園
陵
に
徒
充
さ
れ
て
き
た
田
氏
の
中

①
 

で
は
、
第
五
番
目
に
嘗
る
矯
め
に
、
第
五
と
稿
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
長
陵
は
漢
の
高
祖
劉
邦
の
陵
名
で
あ
る
。

倫
は
章
帝
の
元
和
三
年
(
紀
元
八
六
)
に
官
を
罷
め
、
そ
の
後
数
年
、
八
十
歳
徐
り
で
卒
し
た
と
あ
る
か
ら
、
お
お
よ
そ
前
漢
京
帝
の
建
卒
年

閲
(
前
六
J
後
五
)
の
末
に
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

彼
は
責
老
を
好
み
、
孝
行
を
以
て
稿
せ
ら
れ
た
(
後
漢
紀
〉
が
、

雨
漢
交
替
期
に
お
い
て
、

宗
族
問
里
の
指
導
者
と
し
て
、
二
十
歳
前
後
の

ヴ，。。

若
さ
で
活
躍
す
る
。

王
葬
末
、
盗
賊
起
、
宗
族
間
里
、
手
往
附
之
、
倫
乃
依
険
園
、
築
替
壁
、
有
賊
、
朝
奮
勘
其
衆
、
引
彊
持
浦
、

以
拒
之
、
銅
馬
・
赤
眉
之
層
、
前
後
数
十
輩
、
皆
不
能
下
、
」

と
後
漢
書
に
見
え
、
後
漢
紀
に
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、

「
時
米
石
高
鏡
、
人
相
食
、
倫
濁
牧
養
孤
子
外
孫
、
分
糧
共
食
、
死
生
相
守
、
郷
里
以
此
賢
之
、
」

「
倫
少
介
然
、
有
義
行
、

②
 

と
あ
る
。
倫
は
管
壁
を
築
い
て
宗
族
間
里
を
防
禦
し
た
。
替
壁
と
は
恐
く
後
世
の
鳴
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

倫
は
管
長
と
し
て
軍
事
行
動
に
従
う
と
と
も
に
、
叉
一
方
地
方
長
官
と
も
接
鰯
を
も
っ
た
。
時
の
京
兆
ヰ
ア
鮮
子
褒
は
倫
の
才
能
を
見
抜
き
、

③
 

彼
を
郡
吏
に
署
し
た
。
そ
の
後
褒
は
事
件
に
連
坐
し
て
高
唐
ハ
山
東
〉
令
に
轄
じ
た
が
、
代
っ
て
京
兆
予
に
な
っ
た
蓋
延
の
下
に
あ
っ
て
倫
は

不
遇
を
か
こ
っ
て
い
た
。
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「
蓋
延
魚
京
兆
苦
ノ、
事
多
犯
法
、
倫
数
諌
争
不
合
、
遠
沈
滞
曹
九
」

倫
は
郷
沓
夫
と
し
て
徳
賦
を
卒
に
し
、
怨
結
を
理
め
、
人
の
歓
心
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
彼
は
突
如
と
し
て
商
人
の
道

に
入
る
。

(
後
漢
紀
)

⑤
 

「
自
以
魚
、
久
官
不
達
、
途
附
附
家
属
、
客
河
東
、
襲
名
姓
、
自
稽
王
伯
斉
、
載
盟
往
来
太
原
上
議
、
所
過
航
鶏
糞
除
而
去
、
陪
上
競
馬
道

士
、
親
友
故
人
莫
知
其
鹿
、
」

彼
は
河
東
(
山
西
)
に
客
居
し
、
こ
の
地
に
産
す
る
解
撞
を
扱

っ
て
、

太
原
・
上
黛
方
面
に
も
往
衆
し
た
。

」
こ
に
見
え
る
道
土
は
勿
論
道
教

と
は
閥
係
な
く
、
道
路
掃
除
を
し
た
所
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
 

こ
う
し
て
数
年
の
閲
商
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、
謁
者
と
な
っ
て
車
駕
に
従
っ
て
長
安
に
来
た
鮮
子
褒
の
推
薦
を
う
け
て
、
京
兆
晋
ノ閣
輿
に

僻
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
興
は
倫
の
商
人
と
し
て
の
経
験
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
長
安
の
市
場
の
監
督
を
命
じ
、
鋳
銭
の
事
を
つ
か
さ

「
(
閏
)
輿
卸
召
倫
魚
主
簿
、

時
長
安
鋳
銭
多
姦
巧
、
遁
署
倫
篤
督
時
時
銭
抜
、
領
長
安
市
、

倫
卒
鐙
衡
、

正
斗
餅
、
市
無
阿
在
、
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ど
ら
せ
た
。

百
姓
悦

服、
」

長
安
郡
吏
時
代
の
倫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
つ
、
後
漢
書
に
見
え
る
。
彼
は
光
武
帝
の
援
す
る
詔
書
の
文
章
に
非
常
に
感
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。

@
 

一
見
決
失
、
等
輩
笑
之
目
、
爾
読
賂
向
不
下
、
安
能
動
寓
乗
乎
、
倫
目
、
未
遇
知
己
、
道
不
同

「毎
讃
詔
書
、
常
歎
息
日
、
此
聖
主
也

故
耳
、
」

先
に
商
人
に
な
っ
た
時
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

地
方
の
一
層
吏
で
移
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
動
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

地

方

官

時

代

建
安
二
七
年
ハ
五
二
、

@
 

五
O
歳
に
近
く
な
っ
て
、
第
五
倫
は
よ
う
や
く
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
郎
中
に
除
さ
れ
、

た
だ
ち
に
准
陽
園
醤
工
長
に
補



さ
れ
た
。
准
陽
王
劉
延
は
、
郭
皇
后
所
生
の
皇
子
で
、
明
帝
の
時
に
姦
猪
を
招
き
、
園
識
を
な
し
た
か
ど
を
以
て
、
阜
陵
王
に
毘
さ
れ
た
の

で
、
後
漢
書
巻
七
二
光
武
十
王
俸
に
は
阜
陵
質
王
延
と
し
て
、
そ
の
俸
が
見
え
る
。
な
お
醤
工
長
と
は
、
後
漢
書
巻
三
八
、
百
官
志
王
園
に
、

「
醤
工
長
、
本
注
目
、
主
醤
索
、
比
四
百
石
、
」

と
あ
る
。

光
武
帝
は
第
五
倫
が
准
陽
王
に
し
た
が
っ
て
任
地
に
赴
く
と
き
こ
れ
を
召
見
し
、
そ
の
才
能
に
注
目
し
た
。
二
九
何
(
杢
一
一
〉
、
准
陽
王
が
官

属
を
従
え
て
朝
見
に
来
た
際
、
再
び
倫
を
召
し
出
し
て
政
治
上
の
意
見
を
聞
き
大
に
悦
び
、
つ
い
に
彼
を
扶
夷
長
(
湖
南
)
に
任
じ
た
が
、
い

⑪
 

ま
だ
任
地
に
到
着
す
る
前
に
、
さ
ら
に
曾
稽
太
守
(
新
江
〉
に
拝
し
た
。
太
守
と
し
て
赴
任
す
る
や
親
ら
馬
の
抹
を
切
り
、
妻
は
手
ず
か
ら
炊

事
を
し
て
俸
緑
の
出
費
を
切
り
つ
め
、
こ
う
し
て
能
っ
た
も
の
を
貧
民
に
分
ち
輿
え
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
行
魚
は
後
漢
書
の
著
者
活
様
か

ら
は
、

「
君
子
修
不
僧
上
、
倹
不
信
下
、
量
隼
臨
千
里
、
市
興
牧
園
等
庸
乎
、
誼
非
矯
激
、
則
未
可
以
中
和
言
也
、
」

- 89ー

と
評
さ
れ
る
。

つ
い
で
に
彼
の
篤
人
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
本
俸
に
は
、

「
性
質
態
、
少
文
采
、
在
位
以
貞
白
稿
、
時
人
方
之
前
朝
貢
百
円
、
然
少
誼
藷
、

と
あ
る
。

不
修
威
儀
、
亦
以
此
見
軽
、
」

さ
て
禽
稽
に
は
牛
を
犠
牲
に
し
て
紳
を
祭
る
習
俗
が
あ
り
、
漸
く
人
々
を
苦
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑪

⑫

 

「
禽
稽
俗
多
淫
担
、
好
卜
盤
、
民
常
以
牛
祭
神
、
百
姓
財
産
以
之
園
陸
、
其
白
食
牛
肉
、
而
不
以
薦
洞
者
、
震
病
且
死
、
先
魚
牛
鳴
、
」

歴
代
の
郡
守
た
ち
は
之
を
放
任
し
て
い
た
が
、
倫
は
淫
洞
邪
数
と
み
な
し
て
禁
止
し
、
鬼
神
に
偲
託
し
て
人
々
を
恐
怖
に
お
と
し
入
れ
て
い
た

亙
覗
を
巌
し
く
慮
断
し
よ
う
と
し
た
。

89 

一
睦
、
舎
稽
の
地
は
か
つ
て
の
越
の
園
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
中
原
と
は
債
値
鐙
系
を
異
に
し
た
惇
統
に
立
つ
文
化
が
存
在
し
て
い
た
。
曾
稽
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の
人
々
の
牛
祭
り
の
俗
信
も
そ
の
よ
う
な
俸
統
に
立
脚
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
倫
の
眼
に
は
淫
杷
と
し
て
し
か
寓
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
住
民
の
側
か
ら
は
博
統
の
破
壊
に
射
す
る
抵
抗
も
生
じ
た
。
「
民
初
頗
恐
催
、
或
杭
誼
妄
言
」
(
後
漢
書
〉
、
「
倫
乃
禁
絶

之
、
嫁
吏
皆
詩
諌
不
可
」
(
後
漢
紀
)
「
民
初
恐
怖
頗
搭
動
不
安
」
(
同
〉
な
ど
の
語
は
之
を
示
そ
う
。
倫
は
こ
れ
を
押
し
切
っ
て
牛
祭
り
の
禁
止

を
断
行
す
る
が
、
倫
が
反
劃
す
る
嫁
吏
た
ち
、
彼
等
が
舎
稽
出
身
の
人
士
た
る
事
、
更
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
ら
を
説
得
し
た
言
葉
が

後
漢
紀
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
黄
老
を
好
ん
だ
も
の
の
言
と
い
う
よ
り
、
儒
皐
の
徒
の
そ
れ
で
あ
る
。

@
 

「
倫
目
、
夫
建
功
立
事
在
於
鶏
政
、
矯
政
嘗
信
経
義
経
言
、

淫
間
無
一
晴
、
非
其
鬼
而
祭
之
、
詰
也
云
々
」

か
く
て
倫
は
敢
然
と
し
て
淫
洞
と
信
ず
る
習
俗
の
禁
止
を
断
行
し
た
。

「
倫
到
官
、
移
書
属
瞬
、
境
告
百
姓
、
其
亙
祝
有
依
託
鬼
神
、
詐
怖
愚
民
、
皆
案
論
之
、
有
妄
屠
牛
者
、
吏
航
行
罰
、
民
初
頗
恐
曜
、
或

祝
誼
妄
言
、
倫
案
之
愈
念
、
後
途
断
絶
、
百
姓
以
安
、
」

⑬
 

明
帝
の
永
卒
五
年
〈
六
二
)
、
第
五
倫
は
法
に
織
れ
て
京
師
に
呼
び
返
さ
れ
る
こ
と
に
'な
っ
た
。
舎
稽
で
は
老
若
を
問
わ
ず
、
車
に
と
り
す
が
り

馬
の
首
を
叩
い
て
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
。
解
任
反
射
の
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
倫
は
ひ
そ
か
に
海
上
を
船

そ
れ
で
も
千
人
蝕
り
の
人
が
廷
尉
の
役
所
に
押
し
か
け
て
来
、
折
か
ら
の
梁
松
の
事
件
の
取
調
べ
と
重
な
っ

- 90ー

で
行
き
曾
稽
よ
り
脱
出
し
た
が
、

て
、
廷
場
は
大
混
乱
を
来
し
、
明
帝
は
「
梁
氏
及
び
禽
稽
太
守
に
閲
し
て
上
書
す
る
も
の
は
、

⑮
 

あ
っ
た
。

一
切
受
け
つ
け
る
な
」
と
の
詔
救
を
出
す
程
で

郷
里
に
蹄
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
第
五
倫
は
自
ら
耕
種
し
、
世
間
と
交
る
事
の
な
い
生
活
を
数
年
嬢
け
た
。
こ
う
し
て
永
卒
八
年
(
六
五
〉
宕

渠
令
に
拝
さ
れ
て
四
川
に
赴
い
た
。
彼
は
こ
の
地
に
四
年
い
た
が
、
そ
の
聞
に
後
に
大
司
曲
演
に
進
ん
だ
玄
賀
を
顧
抜
し
た
。
華
陽
園
志
巻
一
巴

志
宕
渠
郡
の
候
に
、
大
司
農
玄
賀
の
名
が
見
え
る
し
、
梁
盆
寧
三
州
先
漢
以
来
土
女
目
録
に
は
「
政
事
大
司
農
玄
賀
字
文
和
宕
渠
人
也
」
と

⑮
 

あ
る
。績

い
て
彼
は
萄
郡
太
守
に
濯
り
、

七
年
間
在
職
し
て
、
明
帝
時
代
を
終
え
る
。
倫
は
太
守
と
な
っ
て
富
裕
な
出
身
の
嫁
史
を
罷
め
さ
せ
て
、



孤
貧
志
行
の
人
を
選
ん
だ
の
で
、
賄
賂
の
や
り
取
り
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

「
萄
地
肥
鏡
、
人
吏
富
賞
、
嫁
史
家
賞
多
至
千
高
、
皆
鮮
車
怒
馬
、
以
財
貨
自
達
、
倫
悉
簡
其
盟
婚
者
遺
還
之
、
更
選
孤
貧
志
行
之
人
、

以
慮
曹
任
、
於
是
争
牒
抑
絶
、
文
職
修
理
、
所
奉
吏
多
至
九
卿
二
千
石
、
時
以
震
知
人
、
」

華
陽
園
志
巻
三
萄
郡
の
僚
に
は
、

「
其
太
守
著
徳
垂
績
者
、
前
漢
莫
問
、
建
武
以
来
有
第
五
倫
、
廉
活
淑
度
、
特
垂
慈
愛
、」

と
局
郡
良
二
千
石
の
先
頭
に
置
か
れ
る
。

F、
ι、

就

任

永
卒
一
八
年
(
七
五
)
、
明
帝
渡
し
章
帝
が
立
つ
と
、
彼
は
一
躍
牟
融
に
代
っ
て
三
公
の
一
た
る
司
空
に
抜
擢
さ
れ
た
。

「
粛
宗
初
立
、
擢
自
遠
郡
代
牟
融
篤
司
空
、
」

一
般
に
は
局
郡
の
よ
う
な
遠
郡
か
ら
、
河
南
予
な
ど
京
師
に
近
い
地
方
の
太
守
と
な
り
、
そ
し
て
九
卿
に
任
ぜ
ら
れ
て
三
公
に
進
む
の
で
あ
る

か
ら
、
異
例
の
抜
擢
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
五
倫
七
十
歳
こ
ろ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
華
陽
園
志
に
も
、

「
漢
中
越
瑠
自
扶
風
太
守
来
之
郡
、
司
空
張
温
謂
目
、
第
五
伯
魚
従
局
郡
篤
司
空
、
今
掃
吾
第
以
待
足
下
、
」

と
あ
り
、
嘗
時
非
常
に
注
目
さ
れ
、
人
々
の
関
心
を
そ
そ
っ
た
人
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

- 91ー

三
公
に
な
っ
て
か
ら
の
第
五
倫
の
言
動
は
、
外
戚
の
進
出
を
い
か
に
抑
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
た
。
彼
は
外
戚
の
政
治
準
出
を

抑
え
る
こ
と
が
、
漢
朝
を
、
氷
績
さ
せ
、
叉
外
戚
家
自
身
を
破
滅
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

-
第
五
倫
が
外
戚
の
準
出
に
射
し
て
、
こ
れ
を
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
出
し
た
こ
と
を
述
べ
る
前
に
、
彼
の
関
係
し
た
一
つ
の
政
治

事
件
に
つ
い
て
鯛
れ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
後
漢
書
の
第
五
倫
俸
に
は
見
え
ず
、
巻
七
八
楊
移
俸
に
出
て
く
る
。

⑫

⑮
 

楊
絡
は
萄
郡
成
都
の
人
。
十
三
歳
で
郡
の
小
吏
と
な
り
、
太
守
に
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
、
京
師
に
上
っ
て
春
秋
を
翠
ん
だ
。
明
帝
は
絡
を

91 
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⑮
 

関
蓋
に
召
し
、
校
書
郎
に
任
じ
た
。
章
帝
の
建
初
元
年
に
大
皐
が
起
り
、
穀
債
が
騰
貴
し
た
。
絡
は
そ
の
原
因
を
、

「
贋
陵
・
楚
・
准
陽
・
減
阿
南
之
獄
、
従
者
高
数
、
叉
遠
屯
絶
域
、
吏
民
怨
瞬
、
」

そ
の
針
策
と
し
て
、
法
を
弛
め
、
屯
田
を
底
止
す
る
事
を
説
い
た
。
明
帝
の
時
代
に
は
同
姓
諸
王
の
下
獄
す
る
事
件
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に

起
り
、
叉
旬
奴
征
伐
な
ど
の
外
征
が
行
な
わ
れ
た
。
明
帝
は
武
帝
の
政
策
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
楊
移
の
上
疏
は
以

下
の
よ
う
で
あ
る
。

に
求
め
、「

臣
聞
、
善
善
及
子
孫
、
悪
悪
止
其
身
、
百
王
常
典
、
不
易
之
道
也
、
秦
政
酷
烈
、
違
稽
天
心
、

一
人
有
罪
、
延
及
三
族
、
高
租
卒
凱
、

約
法
三
章
、
太
宗
至
仁
、
除
去
牧
琴
、
高
姓
廓
然
、
蒙
被
更
生
、
津
及
昆
姦
、
功
垂
蔦
世
、
陛
下
聖
明
、
徳
被
四
表
、
今
以
比
年
久
阜
、

災
疫
未
息
、
朗
自
非
薄
、
康
訪
失
得
、
三
代
之
隆
、
無
以
加
駕
、
臣
籍
按
春
秋
水
皐
之
襲
、
皆
庭
暴
急
恵
不
下
流
、
自
永
卒
以
来
、
伺
蓮

大
獄
、
有
司
窮
考
、
轄
相
牽
引
、
掠
考
寛
濫
、
家
属
従
港
、
加
以
北
征
旬
奴
、
西
開
三
十
六
闘
、
頻
年
服
役
、
轄
験
煩
費
、
及
遠
屯
伊
吾
・

棲
蘭
・
車
師
・
戊
己
、
民
懐
土
思
、
怨
結
溢
域
、
傍
目
、
安
土
重
居
、
謂
之
衆
庶
、
昔
股
人
近
濯
洛
邑
、
且
猶
怨
墓
、
何
況
去
中
土
之
肥

館
、
寄
不
毛
之
荒
極
乎
、

且
南
方
署
課
、
障
申
一
母
互
生
、
愁
困
之
民
、
足
以
感
動
天
地
、
移
襲
陰
陽
失
、
陛
下
留
念
省
察
、
以
済
元
元
、
」

- 92-

こ
の
上
奏
文
に
も
と

s

つ
い
て
、
三
公
ら
は
意
見
を
求
め
ら
れ
た
が
、
第
五
倫
が
楊
終
の
意
見
に
賛
成
し
た
だ
け
で
、
太
尉
牟
融
、
司
徒
飽
皇
そ

@
 

し
て
校
書
郎
の
班
闇
ら
は
「
施
行
既
久
、
孝
子
無
改
父
之
道
、
先
帝
所
建
、
不
宜
回
異
、
」
と
い
う
理
由
で
批
難
し
た
。
し
か
し
楊
絡
の
再
度
の

上
疏
が
あ
り
、
こ
の
問
題
は
従
者
を
還
し
法
屯
を
罷
め
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。

四

馬

氏

の

進

出

一
般
に
章
帝
の
時
代
ま
で
は
、
皇
帝
の
親
政
が
行
わ
れ
、
外
戚
の
踊
は
起
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
事
質
章
帝
は
三
十
一
歳
で
即
位
し
、
馬

太
后
が
垂
僚
の
政
を
ひ
く
必
要
も
な
く
、
叉
彼
女
も
謙
抑
に
つ
と
め
、
一
族
の
政
治
容
磁
を
抑
制
し
て
い
た
の
で
、
王
朝
の
睦
制
を
危
機
に
お

ち
入
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
時
期
を
限
っ
て
言
え
ば
、
馬
氏
の
政
治
進
出
は
か
な
り
は
げ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



第
五
倫
停
に
は
彼
が
外
戚
の
専
擢
を
抑
損
す
る
上
奏
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
帝
以
明
徳
太
后
故
、
隼
崇
-
男
氏
馬
慶
兄
弟
、
並
居
職
任
、

摩
等
傾
身
交
結
、
冠
蓋
之
土
争
赴
趣
之
、
倫
以
后
族
過
盛
、
欲
令
朝
廷
抑
損

其
様
、
」

馬
太
后
に
は
子
供
が
な
く
、
買
貴
人
の
生
ん
だ
章
帝
が
即
位
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、後
漢
書
巻

一
O
九
下
、
儒
林
俸
楊
仁
俸
に
は
、
明
帝
が
崩
じ

た
際
に
、
宮
中
に
お
い
て
、
す
で
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
馬
氏
を
中
心
に
、
一
連
の
不
穏
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
記
事
が
あ
る
。

「
楊
仁
字
文
義
、
巴
郡
問
中
人
也
、
建
武
中
、
詣
師
皐
習
韓
詩
:
:
:
額
宗
(
明
帝
)
特
詔
補
北
宮
衛
土
令
、
引
見
問
首
世
政
迩
、
仁
封
以

寛
和
任
賢
、
抑
鮪
騎
戚
潟
先
、
:
:
:
及
帝
崩
時
、
諸
馬
貴
盛
、
各
争
欲
入
宮
、
仁
被
甲
持
戟
、
巌
勤
門
街
、
莫
敢
軽
準
者
、
」

王
先
謙
は
諸
馬
が
北
宮
に
入
ら
ん
と
し
た
の
は
、

「欲
入
北
宮
謁
后
也
、
」

- 93ー

と
い
う
が
、
嘗
っ
て
い
よ
う
。

次
に
章
帝
の
即
位
後
、
馬
氏
が
占
め
る
に
い
た
っ
た
官
職
を
見
て
い
こ
う
c

。
馬
慶
(
馬
援
の
子
、
馬
皇
后
の
兄
)
、
少
以
父
任
矯
郎
、
東
観
記
目
、

鹿
少
習
易
経
、
清
約
沈
静
、
援
撃
武
収
益
…功
、
卒
予
師
、
磨
不
得
嗣
館
、
明
徳
皇

后
既
立
、
拝
屡
魚
羽
林
左
監
、
虎
賞
中
郎
時
間
、
額
宗
崩
、
受
遺
詔
、
典
掌
門
禁
、
途
代
越
蒸
震
衡
尉
、

@
 

o

馬
防
(
馬
援
の
子
、
馬
皇
后
の
兄
、
屡
の
弟
〉
永
一
午
十
二
年
(
六
九
〉
輿
弟
光
倶
震
黄
門
侍
郎
、
粛
宗
即
位
、
拝
防
中
郎
勝
、
精
遷
城
門
校
同
町
、

@
 

o

馬
光
(
馬
援
の
子
、
馬
皇
后
の
兄
弟
、
摩
・
防
の
弟
〉
自
越
騎
校
尉
、
遷
執
金
吾
、

@
 

な
お
馬
光
が
執
念
吾
に
な
っ
た
の
は
、
建
初
三
年
〈
七
八
)
鴻
妨
が
そ
の
職
を
退
い
て
か
ら
の
こ
と
で
、

そ
れ
以
前
は
越
騎
校
尉
で
あ
っ
た

ろ
う
。

@

@
 

。
馬
最
(
援
兄
子
〉
粛
宗
即
位
、
奔
侍
御
史
中
丞
、
除
子
鱒
矯
郎
、

93 

つ
ぎ
に
こ
こ
に
見
え
る
官
職
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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初
林
左
監
は
光
椋
動
に
属
し、

秩
は
六
百
石
。
羽
林
左
騎
を
つ
か
さ
ど
る
。
そ
の
羽
林
左
騎
は
羽
林
中
の
才
有
る
も
の
よ
り
選
ば
れ
た
の
で

あ
っ

て、

羽
林
郎
は
、

「
掌
宿
衛
侍
従
、
常
選
漢
陽

・
臨
西

・
安
定

・
北
地

・
上
郡

・
西
河
凡
六
郡
良
家
、」

と
見
え
る
。

虎
責
中
郎
絡
は
や
は
り
光
旅
動
の
属
で
、
比
二
千
石
、

「
主
虎
貫
宿
街
、」

@
 

と
あ
る
。
虎
賞
の
名
稿
に
つ
い
て
は
種
々
の
読
が
あ
る
が
、

要
す
る
に
勇
猛
な
箪
土
で
あ
っ
た
。

衛
尉
は
九
卿
の

一
。
中
二
千
石。

「掌
宮
門
衛
土
、
宮
中
徴
循
事
、」

黄
門
侍
郎
。
少
府
の
属
で
六
百
石
。
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と
あ
る
。「無

員
、
掌
侍
従
、
左
右
給
事
中
、
開
通
中
外
、
及
諸
王
朝
見
、
於
腫
中
引
王
就
座
、」

@
 

と
あ
り
、
し
ば
し
ば
外
戚
の

一
族
の
者
が
任
命
さ
れ
る
官
で
あ
る
。

城
門
校
尉

・
越
騎
校
尉
は
と
も
に
比
二
千
石
。
そ
れ
ぞ
れ
洛
陽
城
門
十
二
所
及
び
宿
衛
の
兵
を
掌
る
。
そ
し
て
御
史
中
丞
は
千
石
、

侍
御
史

は
そ
の
嵐
官
の

一
で
六
百
石
、
少
府
に
属
す
る
。
そ
の
職
掌
は
、

「
御
史
中
丞
、
御
史
大
夫
之
丞
也
、
奮
別
監
御
史
、
在
殴
中
密
穆
非
法
、
及
御
史
大
夫
輔
鶏
司
空
、
因
別
留
中
、
篤
御
史
蓋
卒
、
後
叉
属

少
府
:
:
:
侍
御
史
掌
察
事
非
法
、
受
公
卿
郡
吏
奏
事
、
有
違
失
、
翠
劾
之
、」

と
あ
り
、
監
察
の
官
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

章
帝
即
位
の
直
後
に
あ
っ

て、

馬
氏
は
宮
中
や
城
門
の
守
備
隊
の
指
揮
権
を
握
り
、
監
察
の
権
も
掌
握
し
て
い



た
。
か
つ
て
光
武
帝
の
時
に
、
賓
融
と
そ
の
弟
の
貨
友
が
、
衛
尉
及
び
城
門
校
尉
に
任
.せ
ら
れ
た
の
で
、
人
々
は
、

「
兄
弟
並
典
禁
兵
、
」

@
 

と
評
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
馬
氏
一
門
に
あ
て
は
ま
る
。

以
上
話
が
多
岐
に
渡
っ
た
が
、
第
五
倫
が
第
一
回
の
外
戚
抑
損
を
説
い
た
頃
の
情
勢
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

五

第
一
回
の
上
奏

き
て
第
五
倫
の
最
初
の
上
奏
は
次
の
よ
う
に
始
る
。

「
臣
聞
、
忠
不
隠
詳
、
直
不
避
害
、
不
勝
愚
猫
、
味
死
自
表
、
書
日
、

臣
無
作
威
作
一帽、

日
、
大
夫
無
境
外
之
交
、
東
惰
之
鎖
、
穀
梁
俸
之
文
也
、
」

@
 

ま
ず
彼
は
書
粧
の
中
か
ら
、
臣
が
分
を
越
え
て
、
威
を
な
し
一帽
を
な
す
こ
と
を
い
ま
し
め
た
箇
所
を
引
き
、
さ
ら
に
春
秩
三
俸
中
、
天
子
絶
封

@
 

紳
聖
の
立
場
に
立
つ
穀
梁
俸
の
隠
公
元
年
に
関
聯
す
る
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
官
僚
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
倫
に
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
古
典
の
引
用
は
冒
頭
の
一
節
の
み
で
、
以
下
は
馬
氏
の
現
賓
の
委
が
こ
の
原
則
に
そ
む
き
、
か
つ
は
章
帝
に
至

其
害
子
而
家
、

凶
子
市
圏
、
倫
害
洪
範
之
言
停

- 95ー

る
ま
で
の
後
漢
二
代
に
わ
た
る
外
戚
へ
の
針
策
に
も
も
と
る
こ
と
を
説
明
し
な
が
ら
論
を
進
め
る
。

「
近
代
光
烈
皇
后
雄
友
愛
天
至
、
而
卒
使
陰
就
蹄
園
、
徒
腰
陰
輿
賓
客
、
其
後
梁
宣
之
家
、
互
有
非
法
、
明
帝
即
位
、
寛
多
訣
之
、
自
是

洛
中
無
復
権
威
、
書
記
請
託
一
皆
断
絶
、
叉
響
諸
外
戚
日
、
苦
身
待
土
、
不
如
魚
園
、
戴
盆
墓
天
、
事
不
南
施
、
司
馬
遼
番
目
、
僕
以
信
用
裁

盆
何
以
望
天
也
臣
常
刻
著
五
蔵
、
書
諸
紳
帯
、
」

@

@
 

光
武
帝
の
皇
后
南
陽
の
陰
氏
と
、
外
戚
で
は
な
い
が
、
姻
戚
と
し
て
勢
威
を
振
っ
た
梁
氏
・
賓
氏
が
自
渡
的
に
身
を
退
き
、
或
い
は
皇
帝
擢
力

に
抑
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
記
す
。
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陰
就
・
陰
興
の
事
は
、
巻
六
二
の
陰
輿
俸
を
見
て
も
、
事
情
を
く
わ
し
く
す
る
事
は
で
き
な
い
。
梁
氏
に
つ
い
て
は
註
⑮
に
も
述
べ
た
所
で
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あ
る
が

「(
梁
)
松
数
矯
私
書
、
請
託
部
附
師
、
(、氷
一
念
二
年
、
設
魔
兎
官
、
途
懐
想
室
、

四
年
、
多
、
乃
鯨
飛
書
誹
詩
、
下
獄
死
、
」

(巻
六
四
梁
松

停

と
あ
る
。
資
氏
に
つ

い
て
は
詳
細
を
省
く
が
、

「(
費
〉
穆
等
途
交
通
軽
薄
、
属
託
郡
脈
、

干
凱
政
事
、
以
封
在
安
幽
宍
欲
令
姻
賊
悉
操
六
安
園
、

途
矯
稽
陰
太
后
詔
、
令
六
安
侯
劉
貯
去

婦
、
因
以
女
妻
之
、
」

と
い
う
よ
う
な
事
が
あ
り
、

や
が
て
賓
氏
は
貨
固
の
み
を
除
い
て
獄
死
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

な
お
司
馬
蓮
書
日
云
々
は
、
漢
書
司
馬
遷
停

の
有
名
な
任
少
卿
に
興
え
る
書
中
に
使
わ
れ
て
い
る
言
僻
で
あ
る
。

さ
て
第
五
倫
は
つ
づ
い
て
馬
氏
の
現
欣
に
及
ん
で
い
く
。

「今
之
議
者
、
復
以
馬
氏
信
用
雪
尺
縞
問
、
街
尉
慶
以
布
三
千
匹
、
城
門
校
尉
防
以
銭
二
百
高
、
私
賭
三
輔
衣
冠
、
知
輿
不
知
、
莫
不
畢
給
、
」
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馬
慶
と
馬
防
は
自
分
た
ち
の
本
籍
で
あ
る
一
一一
輔
の
衣
冠
と
あ
る
か
ら
、
知
識
人
や
官
僚
た
ち
の
、
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
金
品
を
施

し
て
い
る
。
さ
ら
に
十
二
月
の
鵬
祭
に
は
洛
陽
に
あ
る
衣
冠
の
土
に
金
銭
を
興
え
、
馬
光
は
紐
義
に
違
っ
て
、
臣
下
と
し
て
の
分
を
越
え
て
祭

り
を
行
っ
て
い
た
。
作
威
作
一帽
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

「叉
聞
、
脳
日
亦
遺
其
在
洛
中
者
、
銭
各
五
千
、
越
騎
校
尉
光
、
脳
用
羊
三
百
頭
、
米
四
百
斜
、

肉
五
千
斤
、

臣
愚
以
魚
、
不
麿
程
義
、

憧
恐
不
敢
以
不
問、」

倫
は
さ
ら
に
馬
氏
の
勢
力
を
抑
制
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
馬
氏
を
永
績
さ
せ
る
道
で
あ
る
と
結
ぶ
。

「陛
下
情
欲
厚
之
、
亦
宜
所
以
安
之
、
集
解
先
謙
日
宣
下
奪
一
思
字

臣
今
言
、
此
誠
欲
上
忠
陛
下
、
下
全
后
家
、
裁
蒙
省
察
、」

倫
の
意
見
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
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J、
第
二
回
の
上
奏

建
初
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
馬
氏
の
勢
力
は
抜
大
し
て
い
っ
た
。
馬
巌
は
建
初
元
年
に
五
官
中
郎
賂
と
な
り
、
そ
の
年
の
中
に
さ
ら
に

長
…衆
衛
尉
を
粂
ね
旬
。
叉
そ
の
三
子
が
郎
に
除
せ
ら
れ
た
。
長
…
衆
衛
尉
は
長
繁
宮
の
警
衡
に
あ
た
る
。
し
か
し
建
初
二
年
に
は
陳
留
太
守
に
任

ぜ
ら
れ
て
京
師
を
離
れ
た
。

建
初
二
年
、
金
城
・
陣
西
の
尭
が
反
し
た
。
朝
廷
は
馬
防
に
行
車
騎
賂
軍
の
肩
書
を
加
え
て
出
征
せ
し
め
た
。
翌
三
年
一
連
の
戦
闘
が
成
功

に
移
っ
た
後
、
馬
防
は
員
車
騎
将
軍
と
な
り
、
城
門
校
尉
を
そ
の
ま
ま
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
防
貴
寵
最
盛
、
興
九
卿
絶
薦
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
馬
光
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
執
金
吾
と
な
っ
た
。
執
金
吾
は
九
卿
に
は
数
え
ら
れ
な
い
が
、
中
二
千
石
で
、
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「
掌
宮
外
戒
司
非
常
水
火
之
事
、
月
三
擁
行
宮
外
及
主
兵
器
、
」

と
見
え
る
よ
う
に
首
都
の
宮
外
の
警
衛
と
武
器
庫
の
管
理
に
嘗
る
。

第
五
倫
の
第
二
の
意
見
書
は
、
馬
防
が
車
騎
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
取
り
あ
げ
る
。
此
の
文
章
も
第
一
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
冒
頭
の
一

節
に
一
般
論
を
述
べ
、
直
ち
に
寅
例
を
拳
げ
本
論
に
入
っ
て
ゆ
く
。

「
臣
愚
以
魚
、
園
戚
可
封
侯
以
富
之
、
不
嘗
職
事
以
任
之
、
何
者
縄
以
法
則
傷
思
、
私
以
親
則
違
憲
、
」

外
戚
に
は
封
侯
は
い
く
ら
増
し
て
も
よ
い
が
、
寅
職
に
任
ず
る
事
は
よ
く
な
い
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
く
似
た
論
理
は
、
曹
操
が
官
官
排
斥
論
に

答
え
た
言
葉
に
も
見
え
る
。

「
魂
書
目
、
太
租
聞
而
笑
之
日
、
閤
竪
之
官
、
古
今
宜
有
、
但
世
主
不
嘗
偲
之
権
寵
、
」

第
五
倫
の
上
奏
は
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「
伏
聞
、
馬
防
今
嘗
西
征
、
臣
以
、
太
后
恩
仁
、
陛
下
至
孝
、
恐
卒
有
繊
介
、
難
以
意
愛
、
聞
防
請
杜
篤
以
従
事
中
郎
、
多
賜
財
白
巾
、
篤
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震
郷
里
所
蔵
、
客
居
美
陽
、
女
弟
魚
馬
氏
妻
、
侍
此
交
通
、
在
所
豚
令
、
苦
其
不
法
、
牧
繋
論
之
、
今
来
防
所
議
者
、
威
致
疑
怪
、
況
乃

以
篤
従
事
、
持
恐
議
及
朝
廷
、
今
宜
篤
選
賢
能
以
輔
副
之
、
不
可
復
八戸
市
防
自
請
、
人
有
捕
事
室
、
有
有
所
懐
、
敢
不
自
聞
、
」

こ
れ
は
馬
防
が
杜
篤
を
従
事
中
郎
に
な
さ
ん
こ
と
を
請
う
た
の
に
劃
し
て
、
杜
篤
が
郷
里
か
ら
も
摘
摂
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
人
事
は
慎
重
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
倫
の
第
三
の
よ
奏
に
お
い
て
も
、
ふ
た
た
び
展
開
さ
れ
る
。

さ
て
杜
篤
の
事
は
後
漢
書
一
一

O
上
文
苑
俸
に
見
え
る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
全
く
倫
の
上
奏
を
裏
書
き
し
て
い
る
と
い
う

」と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

杜
篤
は
京
兆
杜
陵
の
人
と
い
う
か
ら
、
第
五
倫
と
は
同
郡
の
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
陵
は
宣
帝
の
陵
墓
の
地
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

杜
氏
も
亦
第
五
氏
な
ど
と
同
じ
様
に
、
他
郡
よ
り
遷
従
さ
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
事
を
推
測
さ
せ
る
。
は
た
し
て
前
漢
書
巻
六

O
杜
周
俸

を
見
る
と
、
周
は
南
陽
杜
桁
の
人
と
あ
り
、
彼
は
武
帝
の
時
代
に
御
史
大
夫
(
三
公
の
一
)
に
ま
で
進
ん
だ
が
、
茂
陵
に
徒
っ
て
来
、
そ
の
子
の

杜
延
年
は
宜
帝
の
時
に
、
や
は
り
御
史
大
夫
に
な
っ
た
が
、
杜
陵
に
遷
っ
て
い
る
。
こ
の
杜
延
年
が
社
篤
の
高
祖
に
あ
た
る
。
叉
杜
篤
の
外
高

祖
は
宣
帝
の
こ
ろ
に
破
莞
賂
箪
と
し
て
活
躍
し
た
辛
武
賢
で
あ
っ
た
。
篤
は
常
に
そ
の
事
を
意
識
し
て
お
っ
た
よ
う
で
、
杜
篤
俸
に
は
、

「
杜
氏
文
明
善
政
、
而
篤
不
任
漏
吏
、
辛
氏
乗
義
経
武
、
而
篤
叉
怯
於
事
、
外
内
五
世
、
至
徳
表
失
、
」
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と
歎
じ
た
事
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
名
族
意
識
と
|
|
事
賞
馬
氏
と
姻
戚
開
係
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
名
族
で
あ
る
詮
左
で
あ
る
が

|
|
そ
れ
と
文
士
肌
の
所
か
ら
、

「博
製
不
修
小
節
、

不
魚
郷
人
所
雄
、
」

と
い
う
批
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
第
五
倫
の
上
表
中
に
も
見
え
る
事
で
あ
る
が
、
美
陽
(
快
西
省
武
功
Mm〉
に
客
居

し
て
、
こ
こ
で
請
託
事
件
を
ひ
き
お
こ
す
。

「
居
美
陽
、
奥
美
陽
令
灘
、
数
従
請
託
不
詰
、
頗
相
恨
、
令
怨
牧
篤
迭
京
師
、
」

京
師
で
篤
が
下
獄
し
て
い
た
時
、
大
司
馬
呉
漢
が
死
に
(
建
武
二

O
U紀
元
四
四
〉
、
光
武
が
諸
儒
に
詔
し
て
諒
僻
を
作
ら
せ
た
所
、
篤
が
獄
中
よ
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り
贈
っ
た
も
の
が
最
高
と
な
り
‘
光
武
帝
は
篤
の
刑
を
菟
じ
て
や
っ
た
。

こ
れ
は
篤
の
俸
に
、

「
篤
以
、
開
中
表
裏
山
河
、
先
帝
奮
京
、
不
宜
改
替
洛
邑
、
遁
上
奏
論
都
賦
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
洛
陽
と
長
安
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
何
れ
が
王
朝
の
都
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
述
べ
た
も
の
で
、

「
商
都
賦
」
の
先
騒
を
な
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

つ
づ
い
て
彼
は
そ
の
代
表
作
と
も
言
う
べ
き
『
論
都
賦
』
を
作
る
。

そ
の
意
味
で
は
班
固
や
張
衡

の
「
二
都
賦
」

篤
は
後
、
郡
の
文
皐
擦
と
な
っ
た
が
、
目
疾
の
た
め
に
、
二
十
年
齢
り
京
師
を
闘
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。

馬
防
の
従
事
中
郎
と
な
っ
、
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
射
姑
山
の
戦
で
戦
死
し
た
。
子
の
碩
は
豪
快
な
人
物
で
、
貨
殖
を
以
て
世
に
聞
え
た
の
で
あ

@
 

る。

よ
う
や
く
建
初
三
年
に
い
た
っ
て

杜
篤
は
馬
氏
の
姻
戚
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
馬
氏
の
周
迭
に
は
、
な
お
幾
人
か
の
文
士
・
奉
者
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
嘗
時
政
治
的

に
勢
威
を
振
っ
た
人
物
の
下
に
、
数
多
く
の
盛
者
や
文
士
ー
ー
そ
の
中
に
は
後
世
の
拳
術
史
や
文
拳
史
に
名
を
遣
す
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る

ー
ー
が
集
っ
た
こ
と
は
、
第
五
倫
の
第
三
の
上
奏
文
に
も
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
倫
は
そ
れ
を
激
し
く
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
の

文
化
を
考
え
る
上
に
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。
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以
下
簡
単
に
馬
氏
と
そ
の
周
迭
の
人
物
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

李
育
、
扶
風
漆
の
人
。
公
羊
春
秋
を
習
い
、
「
難
左
氏
義
四
十
一
事
」
を
著
わ
し
た
。
す
で
に
明
帝
の
初
め
に
、
同
郡
の
班
固
の
推
薦
に
よ

っ
て
、
腰
騎
将
軍
東
卒
王
の
劉
蒼
に
仕
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
建
初
元
年
に
、
衛
尉
馬
慶
に
よ
っ
て
賢
良
方
正
に
奉
げ
ら
れ
、
議
郎
か
ら
博

士
と
な
り
、
建
初
四
年
の
白
虎
観
論
議
に
も
参
加
す
る
。
そ
し
て
向
書
令
に
遷
る
が
、
馬
氏
の
失
脚
と
と
も
に
「
震
所
奉
」
に
坐
し
て
兎
職
さ

れ
た
。第

三
章
に
鯛
れ
た
楊
終
も
馬
彦
と
善
く
、
彼
は
馬
氏
の
側
に
立
ち
、
馬
氏
の
事
を
憂
え
て
慶
に
意
見
を
し
た
こ
と
が
楊
絡
の
俸
に
見
え
る
。
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そ
れ
か
ら
こ
れ
は
貫
現
は
し
な
か
?
た
が
、
後
漢
書
巻
六
九
江
草
俸
に
は
、
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「
京
師
貴
戚
街
尉
馬
彦
、
侍
中
置
憲
慕
其
(
江
草
〉
行
、
各
奉
書
致
躍
、
(
江
)
革
無
所
報
受
、」

と
見
え
る
。

侍
毅
、
こ
の
迫
志
詩
の
作
者
も
馬
氏
と
結
び
つ
い
て
い
た
時
が
あ
る
。
侍
氏
も
扶
風
茂
陵
の
人
で
あ
っ
た
が
、
少
い
こ
ろ
よ
り
博
皐
で
知
ら

れ
、
永
卒
年
聞
に
迫
志
詩
を
作
っ
て
い
た
が
、
建
初
年
聞
に
章
帝
が
ひ
ろ
く
文
皐
の
士
を
召
し
た
際
に
蘭
蓋
令
史
と
な
り
、
つ
い
で
郎
中
に
奔

さ
れ
て
、
班
固
・
買
泣
と
校
書
を
典
り
、
額
宗
頒
十
篇
を
作
っ
て
ま
す
ま
す
文
名
が
揚
っ
た
。
そ
こ
で
車
騎
将
軍
馬
防
に
請
わ
れ
て
軍
司
馬
と

な
り
、
師
友
の
障
を
も
っ
て
待
遇
さ
れ
た
が
、
馬
氏
の
失
脚
と
と
も
に
、
菟
官
さ
れ
て
故
郷
に
闘
っ
た
。

「
車
騎
将
軍
馬
防
、
外
戚
隼
重
、
請
(
待
)
毅
馬
軍
司
馬
、
待
以
師
友
之
陸
、
及
馬
氏
敗
、
兎
官
鯖
、
」

以
上
が
馬
氏
と
閥
係
の
あ
っ
た
文
士
・
創
平
者
達
で
あ
る
。

七

第
三
回
の
上

奏
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第
五
倫
の
第
二
の
上
奏
も
亦
、
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
プ
た
。
馬
氏
の
勢
威
は
、
建
初
四
年
(
七
九
)
の
罵
皇
后
の
死
を
挟
ん
で
八
年
(
八
三
〉

ご
ろ
ま
で
つ
づ
い
て
失
脚
し
、
こ
れ
に
境
っ
て
賓
氏
即
ち
章
帝
の
皇
后
家
が
撞
頭
し
て
く
る
。

。
馬
鹿

建

初
四
年
、
途
受
封
篤
順
陽
侯
、
以
特
進
就
第
、

。
馬
防
建
初
四
年
、
封
頴
陽
侯
(
六
千
石
)
、
以
願
宗
寝
疾
入
参
菌
襲
、
叉
平
定
西
尭
培
ロ
巴
千
三
百
五
十
戸
、
以
特
準
就
第
、
皇
太
后
崩
、

明
年
奔
光
乱
脈
動
、
数
言
政
事
、
多
見
采
用
、
七
年
賜
故
中
山
王
国
底
、

建
初
四
年
、
封
許
陽
侯
(
六
千
戸
)
、
皇
太
后
嵐
、
光
掲
衛
尉
、

4馬
~é 

。
馬
珠

典
〈
陳
留
〉
郡
四
年
、
坐
興
宗
正
劉
軟
、
少
府
丁
鴻
等
、
更
相
属
託
、
徴
奔
太
中
大
夫
、
十
飴
日
遷
勝
作
大
匠
、

〈
彦
の
子
)
潟
歩
兵
校
尉
、

〈
防
の
子
)
信
用
常
従
小
侯
、
六
年
正
月
以
鑑
賞
冠
、
特
奔
黄
門
侍
郎
、
粛
宗
親
御
章
蓋
下
殿
、
陳
鼎
組
、
自
臨
冠
之
、

。
馬
巌

。
馬
鉦



光
稔
動

こ
こ
で
再
び
馬
氏
の
任
じ
ら
れ
た
官
に
つ
い
て
鰯
れ
て
お
く
。

九
卿
の
一
、
掌
宿
衛
宮
肢
門
戸
典
謁
署
郎
更
直
執
戟
宿
衛
門
戸
考
其
徳
行
而
進
退
之

掌
修
作
宗
廟
路
震
宮
室
陵
園
木
土
之
功
弁
樹
桐
梓
之
類
列
子
道
側

掌
宿
衛
兵
、
北
軍
中
侯
に
廃
す
る
。

二
千
石

勝
作
大
匠

歩
兵
校
尉

比
二
千
石

馬
氏
の
占
め
た
官
職
は
第
四
章
で
述
べ
た
も
の
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
云
え
よ
う
。
か
く
し
て
、

「
防
兄
弟
貴
盛
、
奴
稗
各
千
人
己
上
、
資
産
E
億
、
皆
買
京
師
膏
眼
美
田
、
叉
大
起
第
観
、
連
閣
臨
道
、
調
亙
街
路
、
集
解
恩
棟
目
、
東
都

記
、
近
州
市
城
郭
、
妨
困
小
民
多
緊
撃
祭
、
曲
度
比
諸
侯
廟
、
賓
客
奔
湊
、
四
方
畢
至
、
京
兆
杜
篤
之
徒
数
百
人
、
常
魚
食
客
居
門
下
、
刺
史

守
令
多
出
其
家
、
歳
時
賑
給
、
郷
閏
故
人
莫
不
周
給
、
防
又
多
牧
馬
畜
、
賦
敏
美
胡
、
」

と
馬
防
兄
弟
を
中
心
に
し
て
、
地
方
政
治
に
ま
で
も
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
異
民
族
を
も
苦
し
め
て
い
っ
た
。
し
か
も
馬
慶
は
「
性
寛
緩
、

不
能
激
動
子
孫
」
と
い
う
紋
態
で
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
楊
絡
が
馬
慶
を
戒
め
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
事
で
あ
る
。

「
時
太
后
兄
衡
尉
馬
彦
、
謹
篤
自
守
、
不
訓
諸
子
、
(楊
)
終
興
摩
交
昔
昔
、
以
書
戒
之
回
、

終
聞
、
莞
舜
之
民
可
比
屋
而
封
、
築
制
之
民

可
比
屋
而
誌
、
事
見
陸
賀
新
語
何
者
莞
舜
魚
之
醍
防、

築
材
一
亦
之
騒
者
故
也
、
詩
日
、
岐
肢
練
称
、
在
所
染
之
、
上
智
下
愚
、
謂
之
不
移
、

中
庸
之
流
、
要
在
数
化
、
春
秋
殺
太
子
母
弟
直
稽
君
甚
悪
之
者
、
坐
失
数
也
、
公
羊
俸
日
云
々
躍
制
、
人
君
之
子
年
八
歳
、
震
置
少
停
、

敬
之
書
計
、
以
開
其
明
、
十
五
置
太
停
、
数
之
経
典
、
以
道
其
志
、
漢
興
、
諸
侯
王
不
力
敬
語
、
多
燭
禁
忌
、
故
有
亡
園
之
柄
、
市
乏
嘉

善
之
稿
、
今
君
位
地
傘
重
、
海
内
所
草
、
宣
可
不
臨
深
履
薄
、
以
魚
至
戒
、
黄
門
郎
年
幼
血
気
方
盛
、
磨
子
防
及
光
倶
篤
黄
門
郎
既
無
長
君

退
譲
之
風
、
而
要
結
軽
校
、
無
行
之
客
、
縦
而
莫
語
、
親
成
任
性
、
壁
念
前
往
、
可
震
寒
心
、
君
侯
誠
宜
以
臨
深
履
薄
篤
戒
、
」
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し
か
し
馬
慶
は
こ
の
誠
告
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
八
年
に
至
り
、
馬
諜
の
事
件
が
起
り
馬
氏
は
失
脚
し
た
。

「
(
馬
〉
議
、途
投
書
怨
誹
、
叉
(
馬
)
防
(
馬
)
光
奪
修
好
樹
裳
興
、
八
年
有
司
奏
兎
疎
遠
一
屡
防
光
就
封
、
」

「.八
年
因
兄
子
議
怨
誘
事
、
有
司
奏
防
兄
弟
奪
修
蹄
備
、
濁
観
聖
化
、
」

(
馬
鹿
惇
)
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馬
防
俸
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馬
氏
の
失
脚
に
よ
り
資
氏
が
撞
頭
し
て
い
っ
た
様
子
を
、
次
に
節
目
早
に
見
て
み
た
い
。

蜜
氏
は
扶
風
卒
陵
の
人
で
、
資
融
が
後
漢
の
開
園
に
功
が
あ
っ
た
の
で
、
光
武
末
・
明
帝
初
に
は
「

一
公
二
侯
三
公
主
四
二
千
石
」
と
呼
ば

れ
る
ま
で
に
勢
力
を
の
ば
し
た
。
そ
の
後
明
帝
の
永
卒
五
年
に
賓
穆
の
事
件
で
失
脚
し
た
が
、
明
帝
末
に
費
回
が
外
征
に
参
加
し
て
再
び
勢
力

を
盛
り
返
し
た
。
さ
ら
に
章
帝
の
皇
后
を
出
し
て
そ
の
地
位
を
確
固
に
し
つ
つ
あ
っ
た
。

寵
皇
后
は
建
初
二
年
(
七
七
)
に
貴
人
と
し
て
宮
中
に
入
り
、
翌
三
年
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
外
征
の
功
に
よ
り
永
卒

十
八
年
(
七
五
)
大
鴻
酬
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
質
国
は
、
建
初
七
年
(
八一一
)
馬
防
に
代

っ
て
光
乱
脈
動
に
、
翌
八
年
に
は
馬
光
に
代
っ
て
街
尉
と

な
っ
た
。
そ
し
て
皇
后
の
兄
賢
憲

・
蛮
特
も
そ
れ
ぞ
れ
侍
中
虎
貫
中
郎
勝
、
黄
門
侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
?
た
。

か
つ
て
馬
氏
の
占
め
た
位
置

は晦
興
氏
に
取
っ
て
代
ら
れ
た
。

由
同
氏
の
準
出
を
最
初
に
仇
敵
視
し
た
の
は
馬
殿
で
あ
っ
た
。
彼
ほ
建
初
二
年
に
陳
留
太
守
を
拝
し
て
京
師
を
離
れ
る
に
あ
た
り
、
章
帝
に
向
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っ
て
、
資
氏
を
宮
中
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
土
日
願
親
侯
資
園
、
誤
先
帝
出
兵
西
域
、
置
伊
吾
慮
屯
、
煩
費
無
盆
、
又
資
動
受
談
、
其
家
不
宜
親
近
京
師、」

こ
の
言
葉
は
嘗
然
資
氏
の
耳
に
入
り
、
商
家
の
確
執
が
起
っ
た
。

「
是
時
(
貸
)
動
女
矯
皇
后
、

積
氏
方
寵
、
時
有
側
聴
(
馬
〉
般
言
者
、
以
告
賛
憲
兄
弟
、
由
是
失
権
貴
心
、
」

こ
の
よ
う
に
馬
資
雨
氏
の
聞
で
交
代
は
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
外
戚
の
勢
力
が
除
か
れ
な
い
の
を
見
、
第
五
倫
は
建
初
八
年
に
第
三
回
目
の

外
戚
抑
損
の
上
奏
を
行
う
。
こ
の
建
初
八
年
と
い
う
の
は
、
前
年
に
富
官
察
倫
ら
を
使
っ
て
宋
貴
人
を
追
い
落
し
、
宋
貴
人
所
生
の
皇
太
子
劉

慶
を
贋
し
、
後
の
和
帝
を
皇
太
子
に
立
て
た
資
氏
が
、
さ
ら
に
和
帝
の
生
母
梁
貴
人
を
殺
し
、
後
宮
に
お
い
て
の
地
位
を
安
定
に
し
た
年
で
あ

る。
さ
て
そ
の
上
奏
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
及
誇
馬
得
罪
婦
圏
、
;
市
資
氏
始
貴
、
倫
復
上
疏
目
、
臣
得
以
空
虚
之
質
、
首
輔
弼
之
任
、
素
性
鷲
怯
、
位
傘
傍
重
、
拘
迫
大
義
、
思
自



策
属
、
難
遁
百
死
、
不
敢
揮
地
、
叉
況
親
遇
危
言
之
世
哉
、

向
文
巧
、
威
趨
邪
路
、
莫
能
守
正
、
」

最
初
の
一
句
は
上
に
述
べ
た
馬
・
賓
交
代
の
事
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
倫
の
前
二
回
の
上
奏
と
同
じ
よ
う
に
、

論
語
孔
子
目
、
邦
有
道
、
危
言
危
行
、
邦
無
道
、
危
行
言
ぬ
今
承
百
王
之
敵
、
人

一
般
論
を
展
開
し

て
、
具
鐙
例
に
迫
っ
て
い
く
。

「
伏
見
、
虎
貫
中
郎
持
費
憲
、
根
房
之
親
、
典
司
禁
兵
、
出
入
省
問
、

年
盛
志
美
、
卑
謙
祭
善
、
此
誠
其
好
土
交
結
之
方
、
然
諸
出
入
貴

戚
者
、
類
多
蔵
鴛
禁
鋼
之
人
、
尤
少
守
約
安
貧
之
節
、

土
大
夫
無
志
之
徒
、
更
相
販
賀
、
雲
集
其
門
、
衆
照
瓢
山
、
緊
蚊
成
雷
、
前
書
中

@
 

山
靖
王
之
語
葦
騎
侠
所
従
生
也
、
三
輔
論
議
者
至
云
以
貴
戚
腰
鋼
、
嘗
復
以
貴
戚
涜
濯
之
、
猶
解
醒
嘗
以
酒
也
、
設
険
趣
勢
之
徒
、
誠
不

可
親
近
、
臣
愚
願
陛
下
中
宮
、
巌
敷
憲
等
、
閉
門
自
守
、
無
妄
交
通
土
大
夫
、
防
其
未
萌
、
慮
於
無
形
、
令
憲
永
保
一
幅
穂
、
君
臣
交
歌
、

無
織
介
之
隙
、
此
臣
之
至
所
願
也
、
」
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賓
憲
の
周
遣
に
は
貴
戚
の
門
に
出
入
し
て
私
利
に
あ
.
す
か
ら
ん
と
す
る
暇
貨
禁
鋼
の
人
、
無
節
操
な
士
大
夫
が
集
っ
て
き
て
、
自
ら
を
買
り
こ

@
 

も
う
と
す
る
。
恐
ら
く
馬
氏
に
連
座
し
て
官
利
身
分
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
い
う
人
物
を
近
づ
け

て
は
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
氏
は
長
く
一
晴
雄
を
得
る
の
で
あ
る
と
言
う
。
第
一
・
第
二
の
上
奏
と
ほ
ぼ
同
じ
論
理
に
立
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
恐
ら
く
此
の
奏
も
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
章
帝
混
後
、
賓
氏
の
専
権
は
甚
し
く
な
り
、

つ
い
に
天
子
の
試
開
放
を
企
園

し
、
賓
氏
は
逆
に
滅
亡
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
五
倫
が
老
病
を
以
て
司
徒
を
菟
ぜ
ら
れ
た
の
が
、
元
和
三
年
(
八
六
)
で
あ
り
、

賓
氏
の
滅
亡
を
自
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
に
し
て
卒
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
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司
て
、
少
く
し
て
肘
{
呂
田
盟
の
長
と
な
り
、

一
時
は
商
人
に
身
を
落
し
た
が
、

以
上
、
本
稿
の
前
半
に
お
い
て
は
、
第
五
倫
の
生
涯
の
軌
跡
を
主
と
し
て
追
っ
て
み
た
。
即
ち
彼
が
雨
漢
交
替
期
と
い
う
蟹
動
の
時
代
に
あ

や
が
て
地
方
官
に
任
じ
ら
れ
、
郷
町
事
里
遺
の
ル

l
ル
に
従

っ
て
昇
準
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し
、
地
方
長
官
に
任
じ
ら
れ
て
、

循
吏
と
し
て
活
躍
し、

と
く
に
地
方
の
停
統
的
風
習
の
解
消
と、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
重

一
化

に
カ
を
か
し
、
名
撃
を
得
た
。
や
が
て
異
例
の
抜
擢
を
う
け
て
三
公
に
と
進
む
。

後
牢
に
お
い
て
は
、
彼
が
三
公
時
代
に
、
三
回
に
渡
っ
て
上
奏
す
る
ほ
ど
問
題
視
し
た
外
威
、
特
に
馬
氏
の
進
出
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

加
え
た
。
外
戚
が
任
命
さ
れ
る
一
定
の
官
職
の
あ
る
事
、
外
戚
と
聞
学
者
・
文
人
と
の
結
び

つ
き
に
つ
い
て
も
燭
れ
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
、

馬
氏
以
外
の
外
戚
の
進
出
の
経
緯
な
ど
を
述
べ
な
け
れ
ば
、
よ
り
完
全
な
も
の
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
他
日
を
期
し
た
い
。

註①

前
漢
時
代
に
は
強
幹
弱
枝
の
政
策
の
も
と
に
、
地
方
の
豪
族
が
し
ば
し

ば
長
安
の
近
く
に
従
さ
れ
て
い
る
こ
と
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
迄
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
後
漢
初
期
に
活
躍
す
る
人
物
の
多
く
は、

光
武
の

同
郷
で
あ
る
南
陽
の
出
身
者
か
、
長
安
附
近
の
こ
れ
ら
遜
従
者
の
子
孫
で

あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
後
者
に
属
す
る
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て

お
く
。

。
馬
氏
明
帝
の
皇
后
を
出
し
、
章
帝
時
代
に
外
戚
と
し
て
勢
威
を
振
い
、

第
五
倫
が
議
論
の
封
象
と
し
て
取
上
げ
る
。
こ
の
家
は
戦
園
越
の
将
軍
超

高
官
の
子
孫
で
、
武
帝
の
時
代
に
吏
二
千
石
を
以
て
榔
廊
(
河
北
〉
か
ら
扶

風
茂
陵
に
遜
さ
れ
て
い
る
。
茂
陵
は
武
帝
の
陵
名
で
あ
る
。

。
積
氏
光
武
か
ら
明
帝
時
代
に
一
族
か
ら
一
公
爾
侯
=
一
公
主
四
二
千
石

を
出
し
、

一
時
衰
退
し
た
が
、

章
帝
の
皇
后
を
宮
中
に
迭
っ

て
勢
い
を
盛

返
し
、
和
帝
時
代
に
外
戚
と
し
て
勢
威
を
振
っ
た
。
第
五
倫
も
議
論
の
針

象
と
し
て
い
る
。
こ
の
家
は
も
と
常
山
ハ
河
北
〉
の
貧
民
で
あ
っ
た
が
、

文
帝
の
皇
后
を
出
し
て
富
裕
と
な
り
、
宣
帝
の
時
代
に
扶
風
卒
陵
に
徒
さ

れ
て
き
た
。
卒
陵
は
昭
帝
の
陵
名
で
あ
る
。

。
梁
氏
順
帝
か
ら
桓
帝
の
時
代
に
か
け
て
外
戚
と
し
て
活
路
し
、

梁
実

は
紋
庖
将
軍
と
稽
さ
れ
た
。
後
漢
初
期
よ
り
豪
族
と
し
て
の
地
位
を
保
ち

つ
づ
け
た
が
、
そ
の
先
組
は
質
十
蔦
を
以
て
茂
陵
に
遷
さ
れ
て
い
る
。

。
欧
氏
後
漢
初
期
以
来
、
多
く
の
将
軍
な
ど
を
生
ん
で
い
る
が
、
扶
風

茂
陵
の
人。

武
帝
の
時
吏
二
千
石
を
以
て
鉦
鹿
か
ら
移
さ
れ
た
。

。
公
孫
氏
公
孫
述
が
爾
漢
交
替
期
に
、
巴
萄
の
地
に
濁
立
園
を
建
て
た
。

扶
風
茂
陵
の
人
で
あ
る
が
、

後
漢
書
巻
四
三
注
引
官
民
税
漢
記
に
よ
れ
ば
、

そ
の
租
は
武
帝
の
時
に
吏
二
千
石
を
以
て
無
堕
(
山
東
〉
か
ら
こ
の
地
に

遷
さ
れ
て
き
た
。

。
班
氏
漢
書
の
著
者
班
図
ら
を
出
し
た
が
、
扶
風
安
陵
の
人
。
財
を
以

て
棲
煩
(
山
西
〉
に
お
り
、
こ
の
地
に
徒
さ
れ
た
。
安
陵
は
惑
帝
の
陵
名

で
あ
る
。

-104ー



105 

②
前
漢
末
、
各
地
に
こ
の
種
の
脇
田
が
築
か
れ
て
い
た
。

「
時
一
一
一
輔
大
飢
、
人
相
食
、
城
郭
皆
空
、
白
骨
蔽
野
、
遺
人
往
往
豪
震

管
保
、
各
堅
守
不
下
、
」
〈
後
漢
書
記
官
四
一
劉
盆
子
停
)

第
五
倫
の
鐙
壁
は
こ
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
孫
堪
:
:
:
河
南
繰
氏
人
也
、
明
経
摩
、
有
志
操
:
:
:
王
葬
末
、
丘
ハ革

並
起
、
宗
族
老
弱
、
在
管
保
開
、
堪
常
力
戦
陥
敵
、
無
所
回
避
、
数
被

創
刀
、
宗
族
頼
之
、
郡
中
威
服
其
義
勇
、
」
(
後
漢
蓄
倉
一

O
九
下
儒
林

停
周
津
停
附
孫
堪
停
〉

こ
れ
は
河
南
繰
氏
(
河
南
省
僅
師
鯨
)
の
例
で
あ
る
。

「
奨
宏
興
宗
家
相
属
、
作
品
百
盗
白
守
、
老
弱
蹄
者
千
絵
家
、
」
(
後
漢
書

各
六
二
奨
宏
停
〉

こ
れ
は
南
陽
の
例
で
あ
る
。
な
お
後
漢
初
に
す
で
に
鳩
候
の
名
の
見
え
る

こ
と
は
、

那
波
利
貞
「
鳩
主
考
」
(
東
亜
人
文
皐
報
三
巻
四
競
叉
史
窓
三
十
日
航

那
波
利
貞
先
生
迫
悼
続
〉

を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
後
漢
書
巻
四
八
蓋
延
俸
及
び
第
五
倫
俸
注
引
華
橋
書
に
よ
れ
ば
、
蓋
延

は
左
鴻
瑚
で
あ
り
、
京
兆
予
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
お
彼
が
三
輔
に
赴

任
し
た
の
は
建
武
十
一
年
(
三
五
〉
で
、
四
年
閉
そ
の
職
に
あ
っ
て
病
死

し
た
。

④
「
蓋
延
代
鮮
子
褒
篤
官
同
調
、
多
非
法
、
倫
放
切
諌
、
延
恨
之
、
故
滞
不

得
奉
」
(
葦
幡
書
〉

⑤

後

漢

紀
は
玉
伯
春
に
作
る
。

⑥

後

漢
紀
に
よ
る
。

⑦
将
と
は
州
賂
の
意
で
、
章
一
懐
太
子
は
そ
の
州
賂
に
蓋
延
を
あ
て
て
い
る
。

③
後
漢
書
に
は
除
郎
中
の
三
字
は
な
い
。

⑨
光
武
本
紀
に
は
、
「
建
武
二
十
八
年
准
陽
王
始
就
園
」
と
見
え
、
二
十

九
年
に
は
入
朝
の
記
述
は
な
く
、
中
元
元
年
(
五
六
〉
に
至
っ
て
東
海
王

蜜
ら
と
と
も
に
入
朝
し
て
い
る
。

⑬
後
漢
紀
で
は
宛
に
至
っ
た
時
に
倉
稽
に
遜
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑪
後
漢
紀
に
は
、

「
曾
稽
俗
信
淫
紀
、
皆
以
牛
羊
誇
商
、
」

と
牛
の
下
に
羊
の
字
が
あ
る
。

⑫
後
漢
紀
に
は
、

「
是
以
財
童
於
鬼
神
、
産
登
於
祭
紀
、
或
家
貧
不
能
以
時
薦
紀
、
至
誇

言
牛
、
不
敢
食
其
肉
、
設
病
且
死
、
先
震
牛
鳴
、
其
畏
憾
如
此
、
」

と
あ
る
。

⑬
論
語
震
政
篇
「
子
日
、
非
其
鬼
而
祭
之
、
詰
也
、
見
義
不
盛
岡
、
無
勇
也
、
」

⑬

以
下
に
述
べ
る
事
件
が
、
梁
松
の
事
件
と
同
じ
年
に
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
、
永
元
四
年
の
事
と
な
る
。

⑮
梁
松
の
事
件
と
は
彼
が
飛
書
に
よ
り
下
獄
し
て
死
ん
だ
こ
と
を
さ
す
。

⑮
盆
部
番
奮
停
に
は
、

「
賀
字
文
和
州
鮮
魚
従
事
、
翠
姦
摘
伏
、
口
人
無
恕
、
」

と
見
え
る
。

⑫
こ
の
太
守
が
第
五
倫
を
指
す
の
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。

⑬
周
寄
昌
が
彼
を
公
羊
皐
者
と
す
る
の
は
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑬
華
陽
園
志
一

O
上
に
よ
れ
ば
、
班
回
・
賀
遼
と
と
も
に
校
書
郎
に
な
っ

た。

③
後
漢
紀
で
は
飽
豆
も
亦
、
明
帝
時
代
の
大
獄
で
遊
地
に
徒
さ
れ
た
も
の

を
本
郡
に
還
ら
す
よ
う
上
疏
し
て
い
る
。
飽
豆
の
態
度
は
な
お
一

考
を
要
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し
よ
う
。

②
後
漢
書
七
八
楊
終
傍
注
に
は
「
慶
子
防
及
光
、
倶
信
用
黄
門
郎
、
」
と
あ

る
が
、
後
漢
書
巻
一

O
上
馬
皇
后
紀
、
同
巻
五
四
馬
援
億
な
ど
に
よ
っ
て
、

馬
援
の
子
、
馬
皇
后
の
兄
弟
と
し
、
楊
終
停
注
設
は
と
ら
な
い
。

②
馬
防
は
黄
門
侍
郎
で
あ
っ
た
と
き
、
梼
楽
を
も
っ
て
病
気
の
額
宗
(
明

帝
〉
に
侍
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
防
以
願
宗
綬
疾
、
入
参
鰭
楽
、
」
(
馬
防
俸
)
「
(
馬
皇
后
〉
自
撲
額
宗

起
居
注
、
削
去
兄
防
参
照
薬
事
」
(
馬
皇
后
紀
)

③
註
⑫
に
同
じ
。

@
鴻
紡
:
・
:
氷
卒
七
年
(
六
四
)
代
陰
働
局
執
金
吾
:
:
:
建
初
三
年
(
七

八
)
以
老
病
乞
身
、
粛
宗
許
之
:
・
:
・
元
和
二
年
(
八
五
〉
卒
、
時
年
八
十

六
、
(
後
漢
書
巻
六
三
宮
崎
紡
俸
)

③
王
先
議
の
集
解
に
は
、
侍
御
史
中
丞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
惑
棟
目
、
徴
奔
侍
御
史
、
復
遜
中
丞
也
、
東
槻
記
云
、

般
蒋
御
史
中

丞
、
賜
冠
脱
衣
服
車
馬
、
血
市
劾
案
章
、
申
明
哲
典
、
車
中
法
察
母
、
無
所

廻
避
、
百
僚
俸
之
、
」

と
も
あ
り
、
侍
御
史
か
ら
〈
御
史
)
中
忍
に
遜
っ
た
と
み
る
設
と
、
侍
を
街

字
と
し
て
、
御
史
中
丞
に
な
っ
た
と
す
る
設
と
が
あ
る
。

③
馬
般
は
馬
氏
一

一族
の
中
で
、
馬
援
や
馬
皇
后
か
ら
信
績
を
う
け
た
存
在

で
あ
っ

た
。
儒
数
の
数
養
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
一
由
経
湾
な
人
物
の
よ
う

で
も
あ
っ
た。

彼
は
少
い
時
か
ら
撃
剣
を
好
み
、
騎
射
を
習
い
、
武
術
を
練
る
と
と
も

に
、
卒
原
の
楊
太
白
に
従
っ
て
講
撃
し
、
百
家
群
言
を
覧
、
春
秋
左
氏
俸

に
通
じ
た
。
叉
東
糊
記
に
よ
れ
ば
、
左
停
皐
者
で
あ
る
司
徒
祭
酒
陳
元
か

ら
春
秋
を
受
け
た
と
あ
る
(
狩
野
直
喜
「
雨
漢
皐
術
考
」
〉
。
英
賢
と
交
結

し
、
京
師
の
長
者
逮
も
こ
れ
を
才
能
あ
る
人
物
と
み
た
。
し
か
し
一
面
馬

援
が
「
誠
兄
子
書
」
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
「
議
議
を
喜
み
、
経
侠

客
と
通
ず
る
」
所
も
あ
っ
た
。

郡
の
督
郵
と
な
っ
て
、
馬
援
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
、
常
に
相
談
に
あ
ず

か
り
、
家
事
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
馬
援
が
死
に
、
城
西
敏
畝
の
地
に
俣

堤
葬
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
時
、
援
の
菟
罪
を
訴
え
て
、
つ
い
に
郷
里
で

本
葬
を
な
す
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
馬
殿
が
援
の
妻
子

と
と
も
に
願
出
た
か
ら
で
あ
り
、
馬
氏
が
援
の
死
後
、
梁
松

・
貧
困
ら
に

お
と
し
め
ら
れ
て
振
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
憂
え
、
後
の
馬
皇
后
に
な
る

従
姉
妹
を
宮
中
に
迭
り
こ
ん
だ
の
も
馬
般
で
あ
っ

た
(
紹
資
氏
婚
求
進
女

波
庭
、
巻
一

O
馬
皇
后
紀
)
。

馬
皇
后
が
立
后
の
際
に
は
、
一
時
北
地
に
移
住
し
、
賓
客
と
も
交
り
を

断
っ
て
い
た
が
、
永
卒
十
五
年
、
皇
后
の
命
が
降
っ
て
洛
陽
に
出
、
明
帝

か
ら
も
寵
愛
さ
れ
、
ま
ず
校
書
郎
社
撫

・
班
固
ら
と
建
武
注
記
を
撰
定
し、

宗
室
の
劉
復
(
光
武
帝
の
兄
劉
伯
升
の
孫
)
ら
と
政
事
を
議
論
し
た
。
や

が
て
将
軍
長
史
〈
恐
ら
く
征
西
将
軍
秋
乗
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

は
永
元
十
八
年
の
事
と
な
る
。
或
は
度
遼
将
軍
来
苗
を
さ
す
か
)
に
押
押
さ

れ
、
北
軍
五
校
の
士
、
羽
林
の
禁
兵
三
千
人
を
率
い
て
美
稜
に
出
て
南
草

子
を
術
護
し
、
特
に
官
嵐
を
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
、
地
方
長
官
か
ら
は
将

軍
と
同
じ
躍
過
を
受
け
た
。
章
帝
即
位
の
年
の
冬
(
永
卒
十
八
年
十
一
月
〉

に
日
食
が
起
る
と
、
次
の
よ
う
な
上
疏
を
な
し
て
い
る
。

「
臣
閥
、
日
者
田
川
陽
之
長
、
食
者
除
俊
之
徴
、
書
目
、
無
耐
明
庶
官
天
工
人

其
代
之
、
言
王
者
代
天
官
人
也
、
故
考
綴
織
捗
、
以
明
褒
夜
、
無
功
不
則
、

明
陰
盛
陵
陽
、
臣
伏
見
、
方
今
刺
史
太
守
、
専
州
典
郡
、
不
務
奉
事
護
心

魚
圏
、
而
司
祭
偏
阿
、
取
輿
自
己
、
同
則
怒
潟
尤
呉
、
異
則
中
以
刑
法
、
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不
郎
垂
頭
塞
耳
、
採
取
財
賂
、
今
盆
州
刺
史
朱
爾
、
揚
州
刺
史
侃
設
、
涼

州
刺
史
罪
業
等
毎
行
考
事
、
開
有
物
故
、
叉
選
翠
不
賞
、
必
回
無
反
坐
、
是

使
臣
下
得
作
威
一
踊
也
、
故
事
州
郡
所
翠
、
上
奏
司
直
、
察
能
否
、
以
懲
虚

寅
、
今
宜
加
防
検
、
式
遜
前
制
、
沓
丞
相
御
史
親
治
職
事
、
唯
丙
吉
以
年

老
優
滋
不
案
吏
罪
、
於
是
宰
府
篤
常
俗
、
更
共
問
養
以
崇
虚
名
、
或
未
瞬

其
職
、
便
復
遜
徒
、
誠
非
建
官
賦
品
開
之
意
、
宜
救
正
百
司
、
各
賞
以
事
、

州
郡
所
傘
、
必
得
其
人
、
若
不
如
言
、
裁
以
法
令
、
俸
目
、
上
徳
以
寛
服

民
、
其
次
莫
如
猛
、
故
火
烈
則
人
望
而
畏
之
、
水
儒
則
人
狩
而
翫
之
、
震

政
者
覚
以
済
猛
、
猛
以
済
覚
、
如
此
絵
御
有
健
、
災
畠
盲
消
失
、
」

そ
の
意
見
は
受
け
い
れ
ら
れ
、
繭
等
の
官
が
菟
ぜ
ら
れ
た
。

こ
の
上
書
の
中
に
、
臣
下
を
し
て
威
一
稲
を
作
す
を
得
し
む
と
て
刺
史
郡

守
を
攻
撃
し
た
句
は
そ
の
ま
ま
、
第
五
倫
も
馬
氏
攻
撃
に
使
っ
て
い
る
。

@
茶
質
漢
儀
日
・
:
:
虎
賞
沓
作
虎
奔
、
言
如
虎
之
奔
也
、
王
葬
以
古
有
勇

士
孟
賞
、
故
名
湾
、
孔
安
園
田
、
若
虎
貢
献
、
品
一
一
口
其
甚
猛
、

③
前
漢
の
王
奔
の
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

③
後
漢
書
巻
五
王
貸
融
俸
。

③
こ
れ
は
倫
書
洪
範
の
引
用
で
、
天
が
百
円
に
奥
え
た
九
類
の
第
六
「
父
用

三
徳
」
を
箕
子
が
敷
得
し
た
言
葉
の
中
に
み
え
る
。
第
五
倫
の
引
用
は
節

録
で
あ
り
、
洪
範
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
臣
無
有
作
一
隅
作
威
玉
食
、
臣
之
有
作
一
隅
作
威
玉
食
、
其
害
子
而
家
、

凶
子
而
圏
、
人
用
側
頗
一
僻
、
民
用
僧
式
。
」

君
主
の
み
人
を
賞
し
、
人
を
罰
し
、
珍
味
を
そ
ろ
え
う
る
(
吉
川
幸
次
郎

「
倫
書
正
義
」
〉
の
で
、
君
主
の
地
位
を
臣
下
に
卓
紹
し
た
も
の
と
見
、
臣

下
に
権
柄
の
分
散
す
る
こ
と
を
戒
め
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
起
れ
ば
そ

の
臣
下
の
家
が
亡
び
る
ば
か
り
か
、
園
家
そ
の
も
の
も
飢
れ
る
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
、
馬
氏
の
専
横
に
封
し
、
そ
れ
は
馬
氏
及
び
漢
朝
を
と
も
に

危
険
な
吠
態
に
陥
し
入
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
警
告
し
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
こ
の
洪
範
の
文
句
は
、
註
⑧
馬
殿
の
上
奏
文
中
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

@
こ
れ
は
穀
梁
俸
隠
公
元
年
十
二
月
の
僚
の
俸
文
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る

疏
中
に
見
え
る
。
俸
文
、

「
各
十
月
二
日
、
祭
伯
来
、
来
者
来
朝
也
、
其
不
謂
朝
何
也
、
蜜
内
諸

侯
、
非
有
天
子
之
命
、
不
得
出
合
諸
侯
、
不
正
其
外
交
、
故
不
興
朝
也
、

務
弓
鍛
矢
、
不
出
党
場
、
束
倫
之
内
、
不
行
覚
中
、
有
至
傘
者
、
不
尽

之
也
、
」

こ
の
俸
文
に
糾
問
す
る
疏
の
中
に
、

「
臣
無
党
外
之
交
、
故
弓
矢
不
出
寛
場
、
」

「
董
仲
野
田
、
大
夫
無
束
筒
之
鎖
、
言
雄
有
異
、
其
寛
皆
同
也
、
」

の
語
が
見
え
る
。
天
子
の
命
な
し
に
諸
侯
が
勝
手
に
外
交
を
な
す
こ
と
の

不
可
な
る
を
言
っ
た
も
の
で
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
馬
氏
が
勝
手
に
三

輔
や
洛
陽
の
士
大
夫
に
贈
り
も
の
を
す
る
こ
と
が
、
経
義
に
合
わ
ぬ
こ
と

を
言
う
伏
線
と
し
た
の
で
あ
る
。

②
梁
氏
が
外
戚
と
し
て
活
動
す
る
の
は
、
順
帝
J
桓
帝
の
時
で
あ
り
、
賓

氏
は
和
帝
の
時
に
外
戚
と
し
て
権
力
を
振
う
。

③
梁
氏
で
は
梁
松
が
光
武
帝
の
女
、
舞
陰
長
公
主
に
向
し
て
お
り
、
復
氏

は
「
一
公
二
侯
三
公
主
四
二
千
石
」
(
貨
融
停
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

光
武
帝
、
明
帝
の
頃
に
婦
問
氏
の
三
人
が
、
公
主
に
倫
し
て
い
る
。

@
建
初
元
年
遷
五
官
中
郎
:
:
:
数
薦
遺
賢
能
、
申
解
完
結
、
多
見
納
用
、

復
以
五
官
中
郎
勝
、
行
長
祭
衛
尉
事
、
二
年
奔
陳
留
太
守
、

③
そ
の
僻
は
後
漢
書
奥
漢
の
俸
に
見
え
る
。
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③
後
漢
末
か
ら
貌

・
菅
に
か
け
て
、
社
陵
の
杜
氏
か
ら
は
、
杜
畿
、
畿
の

子
の
杜
恕
、
恕
の
子
の
杜
預
と
い
っ
た
人
物
を
輩
出
す
る
。
そ
し
て
社
恕

に
は
社
篤
論
な
る
文
が
あ
る
。

@
論
語
懲
問
篇
。

③
前
漢
書
径
五
三

中

山

梢
王
勝
偲
。

⑧
貴
戚
と
間
学
者

・
文
人
と
の
結
び
つ
き
は
馬
氏
の
場
合
に
つ
い
て
は
本
文

中
に
述
べ
た
が
、
そ
の
他
の
ケ
l
ス
を
左
に
列
傘
し
て
お
く
。

陰
輿
|
鴻
街

東
海
王
劉
蒼
|
李
育

費
融
|
班
彪

融
関
態
班
困
・
待
毅
・
住
関

梁
太
后
!
班
昭
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reign, with Lo-yang emerging as ａ center of flourishing literary activities

under such men as Ou-yang Hsiu 欧陽脩, the number of literati settling

grew even further. Out of this phenomenon came the notion that Lo-yang

was the ＮｅｓtｏｆＬｉtｅｒａti士大夫之淵藪, which provided the inhabitants

the justification necessary for following ａ route quite distinct from that

of Ｋ‘ai-feng｡

　　　

On the political side, the rivalry often took the form of pressure from

Ｋ‘ai-feng and resistance from Lo-yang. With the rise of χA'^ang An-shih

王安石, the tension between the two rose to ａ peak. The literati of Lo-yang。

notably those associated with the Ｌｏ-ﾝａｎｇｃｈ‘i-ｙingh㎡洛陽者英會ｅ･ ｇ.，

Fu Pi 富弼, Wen Yen-po 文彦博, and Ou-yang Hsiu were among the

most vociferous of Wang's critics,、　While the bureaucrats in Ｋ‘ai-feng

who executed Wang's policies were mostly from the south, where a spec-

tacular economic growth had been taking place, these men were by and

large northerners.　And their ignorance of and distaste for economic mat-

ters, which they termed ｈ４Ｓ‘ai理財, are evident in their writings, usually

full 0f hatred of Ｋ‘ai-feng bureaucrats. The Lo-yang literati's contempt

fo1:li-tｓ‘ｄaccounts for, more than anything else, their failure in coping with

the problems of the time when they came to power under Che-tzung 哲宗｡

　　　

Behind the rivalry between Ｋ‘ai-feng and Lo-yang under the Northern

Sung lies, as it has been ｅχplained, the difference　in opinion concerning

li-tｓ‘aibetween their elites.To ｅχamine how this problem ｏＨｉ-お友was under-

stood by the literati throughout the Sung dynasty shall be a task from now.

On the Career of Ti-wu Lun 第五倫

　　　　　

Ｋａｎｏｌ^Ｊａｏｓａｄａ

　　

In the latter half of the Western Han the families of imperial con-

sorts emerged as ａ powerful politicalbloc, often endangering the survival

of the dynasty.　ＷａｎｇMans 王莽who eventually usurped the throne

belong to one of those families.

　　

The Eastern Han also suffered from empress' families throughout its

200 years history.　Moreover, the growing ｉｎ日uenceof eunuchs added
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further complication. Eve･ｎ the relatively stable reigns of Emperors Chang

章帝and Ming 明帝were not exceptions｡

　　

The first half of this paper looks into the career of Ti-wu Lun, who

ａｓａ ｃｈｉｅｆｍｉｎｉｓtｅｒ三公under Emperor Chang memorialized three times

against empress' families. Ti-wu Lun spent the turbulent years following

the downfall of the べA^esternHan in the countryside protecting local people･

After mercantile activities he entered local bureaucracy, rising to become

ａ prefect. Soon known for the ability, he was given an ｅχceptional pro-

motion and appointed ａ ｃｈｉｅｆｍｉｎｉｓtｅｒwhen Emperor Chang ascended

the throne｡

　　

In the second half the memorials of Ti-wu Lun are ｅχamined together

with the state of empress' families that time, taking the Ma 馬family

as example｡

　　

The empress゛ families increased their influence principally by having

the members to serve certain posts at the court, such ａｓｐａｌａｃｅｇｕａｒｄｓ

衛尉. In addition, they assembled scholars and literati around them.

－５－


